
令和８年３月 24日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則の一部改正 新旧対照表（案）                                               本部事務局人事部 

第 31号議案 

新 旧 改正理由等 

(略) 

 

（職員の範囲） 

第３条 この規則において、職員とは、法人に雇用される者（公益的法人等

への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号。以

下「派遣法」という。）に基づき、神奈川県から派遣された職員（以下「県

派遣職員」という。）を含む。）をいう。ただし、次の各号に掲げる者を

除く。 

 (１)～(５) (略) 
 

（用語の定義） 

第４条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

 (１)～(５) (略) 

 

(略) 

 

（解雇） 

第 21条 (略) 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 

(１) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 

(２) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

３ 前項第２号の場合であっても、業務遂行中の過失による事故又は通勤途

上の過失による交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられその

刑の執行が猶予された職員について、情状を考慮して理事長が特に必要が

あると認めるときは、解雇しないものとすることができる。ただし、その

刑の執行の猶予の言渡しを取り消された場合には、解雇する。 

４ (略) 

 

(略) 

 

（週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更） 

第47条 （略） 

２ 所属長は、前項の規定に基づき週休日等の振替及び半日勤務時間の割振

り変更を行う場合には、これを行った後において、４週間ごとに勤務時間

の割り振りについて定める場合には週休日が毎4週間につき４日以上にな

るようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超

えないようにしなければならない。また、暦月ごとに勤務時間の割り振り

について定める場合には週休日が毎１週間につき１日以上となるように

(略) 

 

（職員の範囲） 

第３条 この規則において、職員とは、法人に雇用される者で、公益的法人

等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成 12年法律第 50号。

以下「派遣法」という。）に基づき、神奈川県から派遣された職員（以下

「県派遣職員」という。）を含み、次の各号に掲げる者を除いたものをい

う。 

 (１)～(５) (略) 

 

（用語の定義） 

第４条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

 (１)～(５) (略) 

 

(略) 

 

（解雇） 

第 21条 (略) 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 

(１) 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 

(２) 禁錮以上の刑に処せられたとき。 

３ 前項第２号の場合であっても、業務遂行中の過失による事故又は通勤途

上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑

の執行が猶予された職員について、情状を考慮して理事長が特に必要があ

ると認めるときは、解雇しないものとすることができる。ただし、その刑

の執行の猶予の言渡しを取り消された場合には、解雇する。 

４ (略) 

 

(略) 

 

（週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更） 

第47条 （略） 

２ 所属長は、前項の規定に基づき週休日等の振替及び半日勤務時間の割振

り変更を行う場合には、これを行った後において、4週間ごとに勤務時間

の割り振りについて定める場合には週休日が毎4週間につき4日以上にな

るようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超

えないようにしなければならない。また、暦月ごとに勤務時間の割り振り

について定める場合には週休日が毎１週間につき１日以上となるように

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

 

 

・刑法等の一部を改

正する法律の施行

に伴う所要の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

 



 

新 旧 改正理由等 

しなければならない。 

３ （略） 

 
(略) 

 
（年次休暇） 

第51条 年次休暇は、１年につき20日とする。 

２ 前項に規定する１年とは、４月１日から翌年３月31日までの期間（以下

「年度」という。）とする。 

３ ５月以降において、新たに職員となった者のその年度の年次休暇は、別

表第１のとおりとする。 

４ 年次休暇は、１日を単位として与える。ただし、職員から願い出があっ

たときは、半日を単位として与えることができる。 

５ 年次休暇は、その年次休暇が付与された日を起算日とする１年間の翌１

年間に限り繰り越すことができる。 

 

（年次休暇の時間単位での付与） 

第51条の２ 労使協定に基づき、前条の年次休暇のうち、年度について５日

の範囲で、時間単位の年次休暇（以下「時間単位年休」という。）を与え

ることができる。 

２ 時間単位年休を日に換算する場合の時間数は、次の各号のとおりとす

る。 

 (１) 所定勤務時間が５時間を超え６時間以下の者・・・６時間をもって

１日とする。 

 (２) 所定勤務時間が６時間を超え７時間以下の者・・・７時間をもって

１日とする。 

 (３) 所定勤務時間が７時間を超え８時間以下の者・・・８時間をもって

１日とする。 

 (４) 上記以外の所定勤務時間の者・・・前３号の例によるものとする。 

 (５) 日によって所定勤務時間数が異なる者・・・１年間（又は契約期間）

における１日平均所定勤務時間数をもって１日とする。 

３ 時間単位年休は１時間を単位として与える。 

４ 前項までに定めるもののほか、定めのない事項については、前条の規定

を準用する。 

 

(略) 

 
（懲戒の種類及び程度） 

第63条 懲戒の種類及び程度は、次のとおりとする。 

 (１)～(２) （略） 

しなければならない。 

３ （略） 

 
(略) 

 
（年次休暇） 

第51条 年次休暇は、１の年度につき20日とする。 

２ 前項に規定する１の年度は、４月１日から翌年３月31日までとする。 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、その年度の中途において、新たに職員とな

った者のその年度の年次休暇は、別表第１のとおりとする。 

４ 年次休暇は、１日を単位として与える。ただし、職員から願い出があっ

たときは、半日を単位として与えることができる。 

５ 年次休暇は、その年次休暇が付与された日を起算日とする１年間の翌１

年間に限り繰り越すことができる。 

 

（年次休暇の時間単位での付与） 

第51条の２ 労使協定に基づき、前条の年次休暇のうち、１の年度について

５日の範囲で、次により時間単位の年次休暇（以下「時間単位年休」とい

う。）を与える。 

２ 時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数

は、以下のとおりとする。 

 (1) 所定勤務時間が５時間を超え６時間以下の者・・・６時間 

 

 (2) 所定勤務時間が６時間を超え７時間以下の者・・・７時間 

 

 (3) 所定勤務時間が７時間を超え８時間以下の者・・・８時間 

 

 (4) 上記以外の所定勤務時間の者・・・前３号の例によるものとする。 

 (5) 日によって所定勤務時間数が異なる者・・・１年間（又は契約期間）

における１日平均所定勤務時間数 

３ 時間単位年休は１時間単位とする。 

４ 上記以外の事項については、前条の年次休暇と同様とする。 

 

 

(略) 

 

（懲戒の種類及び程度） 

第63条 懲戒の種類及び程度は、次のとおりとする。 

 (１)～(２) （略） 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 改正理由等 

 (３) 減給 給与の一部を減額する。ただし、１回の額は平均賃金の１日

分の半額を超えず、その総額は１給与支払期間の給与総額の10分の１

を限度とする。 

(４) 戒告 職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める。 

２～３ （略） 
 

   附 則 

１～11 （略） 

12 （削除） 

 

 

   

   

   

  

 

   

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

13 （削除） 

 

 

14 職員（県派遣職員を除く。以下この項において同じ。）が、人事交流等

により、引き続いて神奈川県へ転籍出向となり、再び引き続いて職員とな

った場合、神奈川県との取決めにおいて定められた事項については当該事

項を適用し、当該取決めに定めがない事項についてはこの規則を適用す

 (３) 減給 給与の一部を減額する。ただし、1回の額は平均賃金の1日分

の半額を超えず、その総額は１給与支払期間の給与総額の10分の１を

限度とする。 

(４) 戒告 職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める。 

２～３ （略） 

 

   附 則 

１～11 （略） 

12 県派遣職員に対する第51条及び第51条の２の規定の適用については、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第51条第１項 の年度 年 

第51条第２項 の年度 年 

４月１日から翌年３月31

日までとする。 

暦年とする。 

第51条第３項 年度の中途において 年の中途において 

年度の年次休暇は、別表第

１のとおり 

年の年次休暇は、神奈川県

における在職期間及びそ

の在職期間中における年

次休暇に相当する休暇の

残日数等を考慮した日数 

第51条第５項 年次休暇は、その年次休暇

が付与された日を起算日

とする１年間の翌１年間

に限り 

第１項又は第３項の規定

により定められている年

次休暇の日数からその年

に受けた年次休暇の日数

（前年から繰り越された

年次休暇の日数を除く。）

を差し引いた日数がある

ときは、その日数を限度と

して、当該年の翌年に 

第51条の２第１

項 

の年度 年 

13 県派遣職員に対する第52条に規定する別表第２の適用については、同表

中「１の年度」とあるのは「１年」と、「１の年度とは、４月１日から翌

年３月31日までとする。」とあるのは「１年とは、暦年とする。」とする。 

14 法人から神奈川県に転籍出向した者であって、神奈川県の業務に従事す

る期間が満了又は終了し、神奈川県の職員としての在職に引き続き、法人

の職員として採用された者のその年度の年次休暇については、地方独立行

政法人神奈川県立病院機構職員の転籍出向に関する取決めを適用する。 

 

 

 

・文言の整理 

 

 

 

 

・削除（本則へ移

行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・削除（本則へ移

行） 

 

・県への転籍出向

者の取扱いについ

ての規定 

 



 

新 旧 改正理由等 

る。 

 
附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（刑法等の一部改正に伴う改正に関する経過措置） 

２ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 67号）及び刑法等の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年

法律第 68号）の施行日並びに規程施行日（以下これらを「法施行日」と

いう。）前に禁錮以上の刑に処せられた者（拘禁刑に処せられた者に係る

法令の規定により、法施行日以後に、禁錮以上の刑に処せられた者とみな

された者を含む。）に係るこの規程による改正後の第 21条第２項（第２

号に係る部分に限る。）及び第３項の規定の適用については、懲役又は禁 

錮に処せられた者を拘禁刑に処せられた者とみなす。 

（県派遣職員の年次休暇に関する経過措置） 

３ 県派遣職員は、次の各号に応じ、当該各号に定めるとおり経過措置を設

ける。 

 (１) 令和８年３月31日に在職する者 改正後の就業規則第51条第５項

の規定にかかわらず、改正前の就業規則第51条第１項及び第３項並び

に附則の規定により付与された年次休暇の日数（同条第５項の規定に

より繰り越された年次休暇の日数を含む。）のうち同日までに費消し

なかった日数については20日を限度として令和９年３月31日まで繰

り越すことができる。 

 （２） 令和８年４月１日以降に新たに県派遣職員となる者 改正後の就

業規則第51条第５項の規定にかかわらず、神奈川県の規定により付与

された年次休暇の日数（神奈川県の規定により繰り越された年次休暇

の日数を含む。）のうち同日までに費消せず、県との取決めにより引

き継いだ日数については20日を限度として令和９年３月31日まで繰

り越すことができる。 

 

 別表第１（第51条関係） 

 

新規採用者年次休暇表 

採用月 休暇日数 

（削除） （削除） 

５月 18日 

６月 17日 

７月 15日 

８月 13日 

９月 12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別表第１（第51条関係） 

 
新規採用者年次休暇表 

採用月 休暇日数 

４月 20日 

５月 18日 

６月 17日 

７月 15日 

８月 13日 

９月 12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の修正 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 改正理由等 

10月 10日 

11月 ８日 

12月 ７日 

１月 ５日 

２月 ３日 

３月 ２日 

 
 

別表第２（第 52条関係） 

年次休暇以外の休暇 
休暇の種類 理由 期間 

(略)   

４ 

育児休暇 

職員（育児休暇の承認を受けよう

とする時間において、育児休暇に

より育てようとする子を職員以外

の当該子の親が育てることができ

る場合における当該職員（女性職

員を除く。）を除く。）が生後１

年６月に達しない子（配偶者（届

出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）の子

及び民法（明治 29年法律第 89号）

第 817条の２第１項の規定により

職員が当該職員との間における同

項に規定する特別養子縁組の成立

について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該職員が現に

監護するもの、児童福祉法（昭和

22年法律第 164号）第 27条第１

項第３号の規定により同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児

童その他これらに準ずる者として

理事長が別に定める者を含む）を

育てる場合 

(略) 

５ 

忌引休暇 

(１)  配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この項に

おいて同じ。）が死亡した場

合 

(２)～(３) (略) 

 

６ 

慶弔休暇 

(１) 職員の結婚の場合 

 

結婚の日の５日前の日から当該結

婚の日後６月を経過する日までの

10月 10日 

11月 ８日 

12月 ７日 

１月 ５日 

２月 ３日 

３月 ２日 
 

 

別表第２（第 52条関係） 

年次休暇以外の休暇 
休暇の種類 理由 期間 

(略)   

４ 

育児休暇 

職員（育児休暇の承認を受けよう

とする時間において、育児休暇に

より育てようとする子を職員以外

の当該子の親が育てることができ

る場合における当該職員（女性職

員を除く。）を除く。）が生後１

年６月に達しない子を育てる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

５ 

忌引休暇 

(１)  配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）

が死亡した場合 

 

(２)～(３) (略) 

(略) 

６ 

慶弔休暇 

(１) 職員の結婚の場合 

 

５日以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事実婚を対象とす

る制度の拡大に係

る改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の修正 

 

 

 

・令和５年度組合妥

結事項を明記 



 

新 旧 改正理由等 

 

(２) 職員の父母の祭日の場合 

期間内において５日以内 

１日 

９ 

子の看護等 

休暇 

義務教育終了前の子（満 15歳に達

した日の属する学年の末日以前の

子（同日以後引き続いて中学校、

義務教育学校の後期課程、中等教

育学校の前期課程又は特別支援学

校の中学部に在籍している子を含

む。）をいい、配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）の子及び民

法（明治 29年法律第 89号）第 817

条の２第１項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規

定する特別養子縁組の成立につい

て家庭裁判所に請求した者（当該

請求に係る家事審判事件が裁判所

に係属している場合に限る。）で

あって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法（昭和 22年法律

第 164号）第 27条第１項第３号の

規定により同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親である職

員に委託されている児童その他こ

れらに準ずる者として理事長が別

に定める者を含む。以下この項に

おいて同じ。）と同居してこれを

監護する職員が、その子の看護の

ために次のいずれかに掲げるもの

を行う場合 

(１) 負傷又は疾病による治療、

療養中の看病及び通院等に

伴うその子の世話 

(２) その子が予防接種又は健康

診断を受ける際の介助 

(３) 学校保健安全法（昭和 33

年法律第 56号）第 20条の規

定による学校の休業その他こ

れに準ずるものとして理事長

が定める事由に伴うその子の

世話 

(４) その子の教育若しくは保育

に係る行事のうち理事長が定

める事由への参加 

１の年度につき６日（２人の場合

にあっては 12日、３人以上の場合

にあっては 15日）以内とし、１日

又は１時間を単位として与えるこ

とができるものとし、その残日数

のすべてを使用しようとする場合

において、当該残日数に１時間未

満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを与えることができ

る。 

上記において、１の年度とは、４

月１日から翌年３月 31日までと

する。 

10 

育児参加休暇 

職員の配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下この項において同

医師又は助産師の証明等に基づく

配偶者の出産予定日前８週間目

（多胎妊娠の場合にあっては、14 

 

(２) 職員の父母の祭日の場合 

 

１日 

９ 

子の看護等 

休暇 

義務教育終了前の子（満 15歳に達

した日の属する学年の末日以前の

子（同日以後引き続いて中学校、

義務教育学校の後期課程、中等教

育学校の前期課程又は特別支援学

校の中学部に在籍している子を含

む。）をいい、配偶者の子を含む。）

と同居してこれを監護する職員

が、その子の看護のために次のい

ずれかに掲げるものを行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 負傷又は疾病による治療、

療養中の看病及び通院等に伴

うその子の世話 

(２) その子が予防接種又は健康

診断を受ける際の介助 

(３) 学校保健安全法（昭和 33

年法律第 56号）第 20条の規

定による学校の休業その他こ

れに準ずるものとして理事長

が定める事由に伴うその子の

世話 

(４) その子の教育若しくは保育

に係る行事のうち理事長が定

める事由への参加 

１の年度につき５日（当該子が１

人であって、かつ、小学校就学の

始期に達するまでの子の場合にあ

っては６日、２人以上の場合にあ

っては 10日）以内とし、１日を単

位として与える。ただし、業務上

支障がないと認める場合にあって

は、１時間を単位として与えるこ

とができるものとし、その残日数

のすべてを使用しようとする場合

において、当該残日数に１時間未

満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを与えることができ

る。 

上記において、１の年度とは、４

月１日から翌年３月 31日までと

する。 

10 

育児参加休暇 

職員の妻（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下この項において同じ。）

医師又は助産師の証明等に基づく

妻の出産予定日前８週間目（多胎

妊娠の場合にあっては、14 週間

 

 

・事実婚を対象とす

る制度の拡大に係

る改正 

・子の看護等休暇

の付与日数拡大に

係る改正 

・育児・介護休業法

の規定を満たすた

めの所要の改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文言の整理 

 



 

新 旧 改正理由等 

じ。）が出産する場合であってそ

の出産予定日前８週間目（多胎妊

娠の場合にあっては、14週間目）

に当たる日から出産の日後８週間

目に当たる日までの期間にある場

合において、当該出産に係る子又

は小学校就学の始期に達するまで

の子（配偶者の子を含む。）と同

居してこれらの子を監護する当該

職員が、これらの子の監護のため

勤務しないことが相当であると認

められるとき。 

週間目）に当たる日から出産の日

後８週間目に当たる日までの期間

内につき５日以内とし、１日を単

位として与える。ただし、業務上

支障がないと認める場合にあって

は、１時間を単位として与えるこ

とができるものとし、その残日数

のすべてを使用しようとする場合

において、当該残日数に１時間未

満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを与えることができ

る。 

11 

介護休暇 

次に掲げる者で負傷、疾病又は老

齢により２週間以上の期間にわた

り日常生活を営むのに支障がある

状態にあるもの（以下「要介護者」

という。）の介護、通院等の付き

添い、介護サービスの提供を受け

るために必要な手続の代行その他

の要介護者の必要な世話を行うた

め、勤務しないことが相当である

と認められる場合 

(１) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。第５号を除き以下

この項において同じ。） 

(２) 父母 

(３) 子 

(４) 配偶者の父母 

 

 

(５) 父母の配偶者及び子の配偶 

 者 

(６) 配偶者の子 

 

 

(７) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(８) 職員と同居し、又は生計を

一にする次の者 

ア 配偶者の父母の配偶者 

 

イ ３親等内の親族（第５号、第

６号又はイに掲げる者を除

く。） 
 

 

 

１の年度につき５日（要介護者が

２人以上の場合にあっては、10

日）以内とし、１日又は１時間を

単位として与えることができるも

のとし、その残日数のすべてを使

用しようとする場合において、当

該残日数に１時間未満の端数があ

るときは、当該残日数のすべてを

与えることができる。 

上記において、１の年度とは、４

月１日から翌年３月 31日までと

する。 

が出産する場合であってその出産

予定日前８週間目（多胎妊娠の場

合にあっては、14週間目）に当た

る日から出産の日後８週間目に当

たる日までの期間にある場合にお

いて、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子

（妻の子を含む。）と同居してこ

れらの子を監護する当該職員が、

これらの子の監護のため勤務しな

いことが相当であると認められる

とき。 

目）に当たる日から出産の日後８

週間目に当たる日までの期間内に

つき５日以内とし、１日を単位と

して与える。ただし、業務上支障

がないと認める場合にあっては、

１時間を単位として与えることが

できるものとし、その残日数のす

べてを使用しようとする場合にお

いて、当該残日数に１時間未満の

端数があるときは、当該残日数の

すべてを与えることができる。 

11 

介護休暇 

次に掲げる者で負傷、疾病又は老

齢により２週間以上の期間にわた

り日常生活を営むのに支障がある

状態にあるもの（以下「要介護者」

という。）の介護、通院等の付き

添い、介護サービスの提供を受け

るために必要な手続の代行その他

の要介護者の必要な世話を行うた

め、勤務しないことが相当である

と認められる場合 

(１) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。） 

 

(２) 父母 

(３) 子 

(４) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の父母 

(５) 父母の配偶者及び子の配偶 

 者 

(６) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の子 

(７) 職員と同居し、又は生計を

一にする次の者 

ア 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。）の父母の配

偶者 

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

ウ ３親等内の親族（第５号、

第６号又はイに掲げる者を除

く。） 

 

１の年度につき５日（要介護者が

２人以上の場合にあっては、10

日）以内とし、１日を単位として

与える。ただし、業務上支障がな

いと認める場合にあっては、１時

間を単位として与えることができ

るものとし、その残日数のすべて

を使用しようとする場合におい

て、当該残日数に１時間未満の端

数があるときは、当該残日数のす

べてを与えることができる。 

上記において、１の年度とは、４

月１日から翌年３月 31日までと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・育児・介護休業法

の規定を満たすた

めの所要の改正 

・文言の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新 旧 改正理由等 
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特別休暇 

(１)～(８) (略) 

 

(９) 配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）の出産の場合 

 

(10) (略) 

 

(略) 

 

12 

特別休暇 

(１)～(８) (略) 

 

(９) 妻（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）の出産の場合 

 

(10) (略) 

 

(略) 

 

 

 

・文言の整理 

 

 


